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別表第１

別表第２

備考１ 口径100mmを超える申込みの場合は、その都度町長が定める。

区分 特別分担金

戸数又は区画数が、50

を超え100以下の場合

50を超える戸数又は区画数に50,000円を乗じて得た金額

戸数又は区画数が、100

を超える場合

100を超える戸数又は区画数に30,000円を乗じて得た金額

に2,500,000円を加えた合計金額

口径 特別分担金

75mm 200,000円

100mm 2,710,000円


